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アスベスト対策襲知連絡会結成総会開催!
◆高木理事長が開会の挨拶、よびかけ団体が一年間かけて準備

2月 2日 (土)148き、アスベスト(石綿)に
よる健康被書の掘り起こしと救済支援など
の取り組みを幅広<進 めようと、名古屋の

東別院会館でおよそ50人 が参加して 「ア
スベス ト対策愛知連絡会」(以下 「会」と
しヽう)結 成総会が開かれました。
全国一の貨物曇を取り扱っている名古屋

港から商揚げされたアスベストの輸入量は
累計759,113ト ンで市民の暮らしの中に

深く入り込んでいます。そのためアスベス
ト夜害を訴える人や不安を感じてしヽる市民
は増え続けてしヽます。結成総会の様子が「中
国新聞」や 「テレビ愛知」などで報道され
たこともあって、センターヘの電話による

運動方針は、国と企業の責任を明確にし

たアスベス ト法の改正をめざす、学習会、

健康相談、労災申請、訴訟の支援、アスベ

ス ト電話相談 1l① 番を行う、石綿健康手

帳交付を拡げるなどを盛り込みま した。結

成総会は参力8のよびかけ案や規約 ・役員を

満場一致で採択 し 「会」の代表に渥美玲子

弁護士を選出 しま した。また 「会」は会員

を拡大 し幅広の運動をめざすことを確認 し

ま した。

記念講演では、アスベス ト問題の第一人

者である久永直見愛知教育大学教授が 「ア

スベス ト対策に取 り組む人に必要な最新情

報」と題 し話されま した。

講演で久永先生は、「労災認定基準曇以

下のアスベス ト繊維でも発症することがあ

る し、肺ガンのみにとどまらす胃ガンや大

相談が急に増えま した。
「会」の結成はB寺機に合 った取り組みです。
NPO法 人 ・愛知働 くものの健康セ ンタ
ー、愛知県保険医協会、全日本建設交通―

般労働組合、全国本港湾労働組合名古屋支

部、アスベス ト被書救済東海弁護団など7

つの団体が一年間に亘 つて議論を重ねてき

た結果、会の結成に至 りま した。

結成総会では、愛知健康センター理事長

で、B平吸器科の高木弘己医師は 「政府の取

り組みの遅れで、アスベス ト被書は深亥」で

す。この 『会』の結成を機に、粘り強<持

続的な取り組みを進めま しょう」と挨拶さ

れま した。

8易ガンになる司能性もある。」 と言う疫学

的な所見を述べられて、参力B者は改めてア

スベス トによる被書や影響の深亥」さに驚か

されました。

◆代表に渥美弁護士、記念講演 ・愛矢□教育大学久永直見教授

簸
ゴ

(文章:鈴木 明男)

プ興へ顔築ヽ 諸ン

ン

挨拶する渥美弁護士代表
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トヨタ自動車

内 野 過 労 死

労災認定裁判

1月 21日 、原告の内野博子さん、愛労

連、すみよしヽ豊日を倉」る会は、20① 7年 1

1月 30日 の名古屋地裁半」決が認めたサ ー

ビス残業が遺族年金算定から除外されてしヽ

る問題に対 して、豊日労働基準監富署を訪

れ要請を行しヽま した。
一行は、①内野健―さんの残業時間を、

全額年金算定の基礎に含めること、②名古

屋地裁半」決で認められた業務の残業代を払

うようトヨタに指導すること。とした要請

書を提出しました。
内野さんは、「労災認定申請した6年 前

は しっかりと労働時間の調査をや ってもら
えなかつた。再び、不十劣な調査の結果算
出された残業時間45時 間に戻されるのは

納得がいかなしヽ。判決が示 した 106時 間
のとおり計算 して欲 ししヽ。」と強く訴えま

した。

応対 した、豊日労基署 ・山日第三課長は、
「個副事案なので具体的に話は出来ません

が、半」決を考慮に入れ、労働時間の確認作

業をやっています。 ト ヨタには誠憲を持 つ

て対応 してくれ、と言 つてしヽます。」と述
べるに止まりま した。

2月 18日 午後 4時 3①分、内野さん、弁

護団 (水野先生、岩井先生、日巻先生)、

支援の会 (安藤さん、高橋さん)、健康セ

ンターの今枝さん7名 で、愛知労働局に申

し入れをしま した。

労働周は大根課長が対応 しましたが、豊

田労基署と同 じで、「具体的なことは何も

言えなしヽ」、「内野さんと先生方には悪しヽが

見守つて欲 ししヽ」、「組織と して最優先に位

置づけてや つている」と言うばかりで した。

水野弁護士からは 「判決からもう大分経

つのに、何でこんなに時間がかかるのか。

基本力針だけでも言 うべきで しょう。」と

発言。また、内野さんからは ド国が指導す

れば トヨタは従 うと言 つているのですか

ら、行政として しつかり指導 して欲 ししヽ。」

と強く要請 しま した。さらに、日巻弁護士

からも 「調査 しているとしヽうなら、内野さ

んに時間のことで質問があるとか、しヽつ間

き取りをするとか、何もなしヽのですか ?」

と質問 しま した。 しか し、愛知労働届の返

事は、前述の一点張りで、進展はありませ

んで した。

当周は、適当に宮僚的な折り合いを付け

た数字を出 して<る つもりで しょうか。 し

か し、内野さんや弁護団 ・支援する会の調

査による健一さんの残業B寺間の算出 144

時間は、半」決で認めた l① 6時 間に近い時

間の時間外労働を健一さんが してしヽたこと

ははっきりしています。

弁護団 ・支援する会では、時期を考慮 し

て再度、愛知労働局要請に対 し、「どうな

つた ?」 と要請を行う予定です。ご支援を

お願いいた します。

先頭を行進する内野さん(右端)2'11トヨタ総行動で挨拶する内野さん
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トヨタロデンソー

損 害 賠 償 請 求

過労・うつ病裁判

◆事 薬 の 概 ―

デンソー従業員であるKさんは、トヨタ自動車へ出向した後、長時間労働日上司からのパワハラなど
1に

よりうつ病を発症し休職に追い込まれました。いったん回復し、デンソーに復職しましたが、デンソーとトヨタ
自動車の共同プロジェクトの中で、うつ病を再発。現在も療養中です。刈谷労基署に労災申請しました
が却下されました。Kさんは現在デンソー、トヨタ自動車の業務が原因でうつ病になり、休職を余儀なくさ
れたことに対して、損害賠償を請求する裁判をおこなつています。

ぃょぃょ誕六尋聞はじまる
「支援する会」事務局担当幹事 金 田 堅 三

◆裁 半 項の 現 状

今までは主に文書でのやり取りでお互いの主

張を述ぺ合つてきて、論点が明確になつたところ

です。裁判を迅速に進めるということで、今まで何

国か法廷ではなく弁論準備手続きという形式の

会議室でのやり取りもおこなわれました。

この弁論準備手続きの最後には裁判長から、

原告、被告双方に対して和解の可能性について

手丁診力`ありました。
｀
しかし双方ともこれを拒否し、再ぴ法廷に戻つ

て証人尋間が行われます。裁判官が認めた証

人は、原告本人、トヨタ、デンツーの同僚、上司

です。

◆主 な 争 点

原告Kさんの業務の過重性、トヨタ、デンソー

がそれに対して適切な処置をとつたかどうかです。

会社側は「Kさんの仕事はそんなに過負荷では

なか?た」「パワハラもなかつた」と主]長していますO
3月 27日 は最後の弁論準備手続きで、原告

のKさんが自分の業務について説明します。これ

は裁判官からの要望でもあり、カタカナの技術用

語が多いKさんの業務を良く理解 して証人の陳

述を聞くためです。傍聴者にとつても良い機会だ

と思いますので、是非参加願います。

下記に既に決定している、裁判 日程をお知ら

せします。今年の夏ごろには裁判が結審 し、年

内には判決がある見込みです。

◆ ≧笥rgBの 日 程

日3月27日(木)午後3時  名 古糧地裁4階402号会議室、弁論準備手続き(最終)

原告が自分の業務について説明します。
・4月 25日(金)午後1時～午後5時 名 古屋地裁11階1103法延 証 人尋間(原告を含む)
・5月 12日(月)午後1時～午後5時 名 古屋地裁11階‖03法延 証 人尋問

l~/妊

/牽 /～ ′～ /″ /～ /序 /々 /章 /空 /章 /″ /ASy/章 /～ /r‐ /～ /4r_/_r/～ ′～ /章 /毎 ′ヤ /f― /～ /す /宅 /～

1

本ヽの紹介
「
過 特 死 の 特 策 申 請 ゴ 諏 宮お祐美子・色部 裕・共著

過労死 ?と 思つたら読む本。急増している過労死 ・過労自殺 1

家庭に、職場に、そして人事担当者の机の上にも一冊。
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◆最終署名集約は、3月 20日

マツヤデンキ豊川店で働しヽていた」ヽ池8券

貝」さんの過労死労災認定裁半」は、いよいよ

3月 26日 に名古屋地裁で半」決を迎えます。

原告の」ヽ池反子さんと支援する会は、こ

れまでに1万 6000筆 に追る署名を短期間

に集約 し、朝半」所に提出 しました。また、

2月 22日 、 3月 6日 と三の丸周辺で早朝

ビラ配布を実施 しました。

ビラ配布には、支援する会 ・国民救援会

・愛視障協 ・争議団など延べで5①名に及

Sや参加があり、350① 枚以上のビラを配布
できま した。

ご支援ありがとうござしヽま した。なお、

お手元にある署名用紙は、 3月 2① 日まで

に、健康センター事務所までお届け下さい。

最終提出は、 3月 21固 です。ご協力をよ

ろ し<お 願しヽいた します。

◆年後 3時 30分 法廷前集会を予定

判決に先立ち、当日、午後 3時 3① 分か

ら名古屋地裁前で半」決前集会を開きます。

横断幕 ・ゼ ッケンを準備 してしヽます。多数

のご参加をお願しヽ します。集会では、支援

する会、弁護団、原告のから挨拶 ・経過報

告などを予定 してしヽます。

また、半」決法延では、弁護団から裁半」長

に半」決理由の解説を要請 してあります。当

日裁半」長から解説を予定 してしヽます。半」決

理由の解説をしつかり間いて <だ さしヽ。

判決後は、桜華会館へ移動 し報告集会を

行しヽます。 (文章 :鈴木明男)

過重労働による脳内出血の
労奨認定を求めて

◆高齢者の 労災認定を求める相談事例から

被災者 (72才 女性)の業務は梱包された

鋼板コイルの出荷前の手続き作業で した。

2①③7年 11月 15日 午後 48寺頃、梱包揚

の床面にあった高圧のエアーホースに足を

葛|つかけホースの繁ぎ部分が外れ大きな8衰

出音が響き渡りそのまま倒れました。

その後、救急車でC病 院へ運ばれました

が対応できす、およそ2時間後にD病 院ヘ

運ばれ入院、脳内出血と診断 ・治療を受け

ました。今年1月 |リハビリテーション病院

に転院し機能回復罰|1練を行つています。

被災者の担当業務業務は2007年 9月 ～

11月 にかけて業務量が増大しました。

l①月には時間外労働を96時 間もしていま

した。(9月 は67時 間 ・賃金明細書より)

また、Bき間外労lalにカウン トされてしヽませ

んが被災者は連日7:O①前出勤 し8:①①時ま

でおよそ6①分の準備作業に従事 してきま

した。従 つてこの時間を加算すると、 11

月には 12① 8寺間を超える時間外労働を行

っていたことになります。連国の長B寺間労

働で疲労が蓄積 してしヽる上にエーアーホー

スにつますき、大きな音に驚しヽたショック

が重なり脳内出血を発症 し優」れたものだと

思われます。

本件は親族の労災申請を愛矢□健康センタ
ーが協力 してしヽる事案です。

(文責 :鈴 木明男)
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名古屋市の契約 彰

景局兵二黒遣事i
業廃止を問う  ,
梅 尾 裁 判 |

ヘルパー派遣打ち切りの
違法性を認める判決を!

3月 26日午後 1時 30分名古屋地裁判決

◆梅尾さんにとつて家庭はとても大切な場所

視覚障害者の梅尾朱美さんが、ヘルパー

派遺打ち切 りによる権利侵書を理由として

名古屋市に損害賠償請求 している朝半」で、

1月 3①日に梅尾さんの尋間が行われま し

た。尋間の中で、梅尾さんは思いのたけを

朝半」所に訴えま した。

梅尾さんは、生後間もな<視 力を失い、

家も貧 しかつたために周囲からい じめられ

◆職員ヘルパーは梅尾さんの「目」の代わり

梅尾さんは、 1989年 から名古屋市職員

ヘルパーの派遣を受けま した。   ,
10年 以上の歳月と多くの予算をかけ、

名古屋市は職員ヘルパーを、主体的に提案

を し、きめ細かしヽサポー トの出来るプロと

◆突然の打ち切り

ところが、名古屋市は2005年 3月 にホ
ームヘルプ事業を廃止して民間に委託した

ため、梅尾さんへの職員ヘルパー派遣も突

然打切りになりました。民間企業にとつて

障がい者の生活の質を守ることよりも利益

◆これはみんなの問題です

宮から民への流れの中で、利潤追求にな

じまなしヽ福祉までが民間に委託されつつあ

ります。本当にそれでいいのか、立ち止ま

るなど大変苦労 しま した。首学校を卒業後

に結婚 したものの、ほどなく相手の男性は

病死。「死ねなしヽから生きている」としヽう

程、深しヽ悲 しみのなか、現在の夫と巡り会
しヽ、子どもに恵まれて、梅尾さんは初めて
「生きていたい」と感 じま した。梅尾さん

にとって、夫や子どもと暮らす家庭は、と

ても大切な場所なのです。

して育ててきま した。職員ヘルパーは梅尾

さんにとって自分の 「目」で した。梅尾さ

んの大切な家庭も、職員ヘルパーのサポー

トで守られてきたのです。

追求が重要であることは、コムスンのlS」か

ら明らかです。名古屋市のヘルパー派遣の

打切りは、大切/~d家庭を守 り、人PBBらし<

尊厳をもって暮らしたいとしヽう梅尾さんの

権利を侵喜 しま した。

つて考えるべきときにきています。これは

障がい者だけの問題ではありません。どう

ぞ、梅尾さんの闘いを応援 して下さい。

取扱団体:名古屋市の契約違反によるヘルパー派遺事業廃止を間う「梅尾裁判」を支援する会

〒461-0043名吉屋市東区砂田橋3-2-101-502 寺西 昭



ドラッグスギヤマ

損害賠償請 求

杉 山 裁 判

2007年 l①月 5日 、名古屋地裁で、被

告会社スギヤマ粟品の主張を全て退ける全

面的な勝利半」決を獲得することができま し

た。改めて皆様力のご支援に感謝申 し上げ

ます。

半」決後、控訴を取りやめて半」決を受け入

れよ |と被告 ・スギヤマ薬品と話 し合しヽを

行な つてきま したが、鮎澤弁護士 (スギヤ

マ薬品顧Pc3B弁護士)の 横柄きわまりなしヽ対

応によつて破談となりま した。

今後の予定ですが、廻回見調霞理崖息息

被告1貝」の提出した訴状によれば、その争

点は、①休日の取得日が違つている、②死

因は吐しゃ物による気道内閉鎖である、の

2点 につきます。被告は 「体国の間違い」

を裁判所に認めさせて、地朝半」決が採用し

故杉山貴紀さんの突然死は、医学的な知見

にもとづく意見書が採用されて、豊回労基署が

労働災害との認定を行つたものです。

企業経営者たるもが前途ある若者のいのちを

奪つてしまつたことに思いをめぐらし、誠意ある対

応をすべきでした。ところがあろうことか、この判決

を誤りとして、裁判に訴えることは、若者の死に

無反省であり、無責任な態度と言わざるを得ま

せん。深刻なことは、いのちを危うくするような労

働条件が今も続いていることです。

名古屋地裁の判決は、労災認定を支持する

もので、係争を解決するきつかけをつくるものでし

た。にもかかわらず、さらに高裁の判断を求めるス

ギヤマ側の態度に控訴権の乱用、豊富な資金

〆
… … … … … … … … … … … … … … … 口‐。… 口…… … … … … … … … … … … 日… 口。… コ… … ‐… ‐

、

|*宛   先 :〒460-1611 名 古屋市中区三の丸一丁 目四番一号
｀

1           名 古屋高等裁判所民事第二部 裁 判長 西 島幸男 様

i*投 函期 日i3月 上旬
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故杉山貴紀氏の労災認定を認めないスギヤマ薬品に厳しい判決を求める要請

名古屋高就就判長へ手紙をr

スギヤマ薬品の裡訴番を勝利ヘ

た原告の主張全体に疑間を抱かせることを

狙 つてでもいるので しょうか。全く許 しが

たい姑息な発想としかいしヽようがありませ

ん。さらに、死亡原因につしヽては、愛知労

働局の 5名 の周医が合意 し、労災認定に至

つた致死性不整脈による心停止としヽう半」断

をまたも否定 して、気道内閉鎖論を蒸 し返

そうとしてしヽます。これらはしヽすれも地裁

半」決で売虐なきまで に論破されたもので

す。

今回、高朝裁判長に対 して被告の主張を

退け、早期に原告杉山正章さんも、じ江さん

夫妻の勝利の判決を下すように要請運動を

行なうことにしま した。

趣旨をご理解いただき、ハガキ ・手紙を

朝半」長宛に出 して下さるよう願い します。

ご参考に、健康センター理事 。今枝さんが

出 した手紙 (下記)を紹介させて頂きます。

名古屋市中村区大日町18-10

NPO愛 知健康センター理事 今 枝 正昭

をもつて、自分に都合のよい判決を引き出す不

遜な態度を感じます。高裁の審理を傍聴し、ま

すますこの感を深くしました。

裁判を長引かせて、被災者を冒とく、遺族の

苦悩を続ける人道に背く行為です。高裁の判決

は、このような控訴人に厳 しい断罪を強く要請 し

ます。その際、スギヤマ側がこれまで無視してきた

故人の遺品の返却にも′S、れてほしいと思います。

遺族が要求している経営者の謝罪と、誠意あ

る損害賠償は当然として、働くものの労働条件

の改善についても,S、れてほしいと思います。

裁判所が庶民にとつても信頼に足る救済機関

であることを実感できる公正な判決を切に願つて

います。
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中電 。藤田載判 ′

1月 23日 (水)夜6時 30分 から労働会館会

議室で17名 を集めて開かれた。主催は藤田裁

判を支援する会と愛知健康センターである。講
師は裁判を担当した若手の森弘典弁護士であ
る。

藤田裁判の特徴は労働基準監督署段階では
ことごとく退けられ、労災を否定されたことがらが、

裁判になつてからは、労災認定認定基準にしば

られることなく、労働の実態が解明され、業務と

自殺との因果関係ありとの結論が導かれたことで

ある。地裁判決では、藤田さんはストレスに対す

る脆弱な面があり、仕事の能力も高い方ではな
かつたとした内容であつた。高裁の判決では、藤
田さんの担当していた業務がいくつも重なつてい

て、一つ一つの仕事もたいへん難しいものであっ

たことが立証されたことである。一つ一つの仕事を

分解 してそれぞれが軽度のストレスであるとして

労災認定をしりぞけるのではなく、時系列的にそ

れぞれの仕事がとのように重なりあつていて、全体
としてどのようなストレスになつていたのかをみると

いう手法は大事である。

また、上司の異常なまでのいじめや、パワーハ

ラスメントの実態がT寧 に告発されて、その事実
がうきぼりになつたことである。この点に関しては裁

判官の鋭い分析があつたことも見落とせない。パ

ワハラについては何度も繰り返 して行われるパワ

ハラも問題だが、一度でも被害者の心に大きなく
さぴをうちこむような言葉があった場合もその影響
を考えなければならないし、パヮハラを労災認定
の基準に入れさせる必要がある。

高裁では労働の現場を熟知 している中電訴
訟の原告国の支援があったことが大きい力になつ

ている。支援する会としては傍聴席をいつも一杯
にする努力と署名を原告を先頭にたくさん集めた
ことである。

学習会の後、健康センターで森弁護士を図ん
で、懇親が′S、かめられ、参加者の絆をつよめたこ

とは言うまでもない。  (文 責 :宮崎 脩 ―)

講演する森弁護士

名古屋高裁判決を学ぶ

騨
澄
髄
鶴
繋
欝
響
ｔ
ｔ■
七

3と 16 春の大集会
むくせ資回事守ろうくらしこ憲法

コT:00～ 13:00 集 会後パレード

久震市民広場 理 特運・主催

3020 県 民集会
イラク戦争反対革自衛隊の縮退を。憲法をくらしに生ね1をう

,コ:00～  集 会 '2:00～  栄 へ宗モ行進

中区・若宮広場 憲 法こ平和を守る理細の会
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ソフ トパンク

損害賠償請求

′J出ヽ団 自既激畔J

ソフトバンクロ小出過労 自死裁判(控訴審 )

は、名古屋地裁不当判決から1年 、いよいよ証

人尋問法延が開かれます。

第5回 回頭弁論 ,証人尋問法廷は、2月 21

日に予定されていましたが、高裁裁判長の突然

死により、5月 21日(水)午後2時半に延期されま

した。場所は、名古屋高裁 1001号 法廷です。

原告・小出さんは、当時の小出発さんを知り、

証人として法廷に立つていただける方を必死に探

しました。その結果、小出発さんがうつ病を発症

した開局 当時に、発さんと勤務されていた元上

◆ソフトバンク(旧ボーダフォン)過労 自殺 ・損害賠償請求裁判HPURL

小出裁判では、ホームページ(HP)を開設し、小出発さんに関する情報を集めています。ご協力をお願
いします。

H FDのURLは「httpi//www・koldesaibanjp/」です。
ゾフトパンタtt醸ポ」S―ダフ封ン〉
韻欝畿畿懸寵聾畿畿寵畿畿畿

導線推 期 鞠 掬稜 十嫁 鹸 千還 願 鶴調醸懇激と雅:餞瑠 憲輝 擢簿=様凝鶴 鶴電1配濃醸

憲

′ /～ /～ /～ /汐 /控 /獲 /～ /率 /牽 /菱 /― ‐/牽 ′ 牽 /牽 /獲 /々 /牽 /穀 /ヤ /豪 ′ 牽 /野 /牽 /接 /～ /牽 /察 /豪

操

器 7ス バストの補害者を撫橋するために
篤                                               t

ヽ石締の健康被害の救済に関する法律の
改正を求める請願」にご協力を

アスベス ト新法ができて2年 が経過 しました。政府はアスペス ト憲者を 「隙問な<

救済する」と明言 しま したが、隙間だらけとしヽうのが実態です。

中度腫による死亡者数は1994年 ～2①06年 までに11,①46名 に上りますが、その

うちガ災認定された数は、2,①ll名 しかしヽません。アスベス ト新法による中皮腫憲者
の認定数も20① 7年 5月 末で2,295名 しかいません。

その隙間を埋めるために、次のような内容の改正が必要と考えます。アスペス ト新

法は施行後 5年 で見直すことになっていますが、それを待たすに法改正が行われるよ 富

営うに請願するものです。この署名は4月 末まで取り組み、5月 に政府要請を行う時に 篤

営提出されます。アスベス ト対策愛知連絡会が結成されま した。是非みなさんの廻りの 営

ぬ 義葬 騒4媛康センターに届けてください。  (文 責:宮蟻耀芳透/″/ /々疑/牽/ぶ

証人尋間法廷.5月 21日(水)14:30に 延期

司の方が証人としてお願いできました。小出典子

さんは、証人として引き受けていただき「涙が出る

ほど
r嬉

しかつた。」と述べています。また、二人 目
の証人とし、発さんの主治医も採用されていま

す。この主治医は、名古屋地裁でも証人申請を

しましたが、証人として採用されなかつた経緯があ

ります。お2人 とも大変重要な証人であることは

間違いありません。お二人には、是非真実を話し

ていただき、ソフトバンクモバイルの嘘を暴いてほし

いものです。証人尋問法廷が満席となるようご支

援をお願い申し上げます。

過‐曽自畿十絞始対1舎めざじ【、こ主緯くたどい

ン ヽ
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4月から
健康診断が 聯
変わります

◆特定健診 口特定保健指導制度とは

40～ 74才までの人を対象にメタポリック症候

群と糖尿病の予防を目的にした制度です。これ

まで自治体で実施されていた基本健診は廃止さ

れます。労安法に基づく事業主が実施義務を負

う労働者の定期健康診断は引き続き実施され

ます。

検査 内容は血液検査としては脂質、肝機

能、血糖、尿検査となり、胸部X一 P検 査は除

かれ心電図、眼底検査 、血算 (赤血球 口白血

球の数)は詳細な健診となります。

健診の結果により保健指導が行われます。喫

煙歴やリスクの数により動機付け支援と積極的

支援に分けられます。

前者は1回の面接と集団による支援が行われ

6月 後に最終評価されます。後者は3ケ月以上

で160ホ
°
イント以上の積極的関与と180ホ

°
イント以

このような制度導入の理由は、生活習1貫病の

ような不健康は自己責任であるとして政府の責

任による健康の確保を投げ捨てたことです。

つまり、病気は国民の責任にして医療費の削

減を進めるために取り入れられたという危険な側

面があります。

職場でもメタポの人とヲトメタポの人にわけ、メタ

ポの人を排除したり差別をもちこむかもしれませ

上の励まし支援と指導が必要になります。

これまでは健診が主で保健指導は従の関係

でしたが、これからはメタポリック症候群と糖尿病

の肖1減が健診の目的で保健指導が主で健診は

そのための手段になります。

ん。従来の健診による病気の早期発見と治療と

いう体制がくずされるとともに、公衆衛生は無料と

いう原則から病気の治療は自己負担へと移行さ

せられる危険があります。 ま た、非正規労働者

や50人 未満の事業所の健診はどうなるのか。労

働者の扶養家族の健診はどうなるのか等問題も

たくさん持つているようです。

◆なぜこのような制度を導入するのか

◆この制度の問題点は…ロ

憲法25条 の「国民の健康権」と「国の公衆衛

生向上の責務」にさだめられた責任を遂行させる

ためには生活習慣病のみをターゲットにするので

なく「職場コ地域を含めた健康つくり」を追求する

ことではないでしようか。自治体独 自の健診の取

り組みを強化するとともに、労働組合としてこの

問題にどう対処するとよいのが議論が必要です。

(文責:宮崎1告―)
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保険法改正の最終要綱案決まる

同意の中身は問わず
団体生命保険裁判 ・元原告 近 藤 弘 子

愛知健康セ ンターが発行する 「いのちと

健康」2007年11月号で、100年ぶ りの保険

法改正が法制審議会保険法部会で密やかに

進んでいることを報告 しま した。

「中間試案」へは、団体生命保険裁判支

援す る会メンバーや弁護士 ら10名がパブ リ

ックコメン トを出 し、 「他人の命 に掛ける

保険」について、書面による厳格な同意や

被保険者証の発行などを求めました。生命

保険業界関係か らも、非常に多 くのパブ リ

ックコメン トが寄せ られていました。

その後審議は急 ピッチで進められ、1月

の第24回保険法部会で最終要綱案がまとめ

られ、 2月 16日の法制審議会総会で要綱が

決定 されま した。最終要綱案は、「他人 を

被保険者とする死亡保険契約は、被保険者

の同意がなければその効力を生じない」と

しただけで、同意の方法については、「な

お検討する」から不間にしました。今まで

の事件やパブリックコメントの意見を無視

し、業界迎合の現行追認法になっています。

左記の団体生命保険裁判 グループは、こ

の 1月 末に伊豆稲取温泉で交流懇談会を開

催 しま した。東京 と名古屋か ら19名が、水

野弁護士も忙 しい中参加 され、現在進行中

の団体生命保険裁判や保険法改定について

報告 と意見交換を行いま した。

建設業福祉共済財団事件は昨年最高裁に

上告 し審理中、まった く問題がない とされ

ているBグ ループ保険での四国電力事件 も

高裁で争われている最中ですが、改定保険

法は、これ らの事件を解決す る力や、これ

か らの悪用の抑止力になるので しょうか。

「他人の命に掛ける保険」で保険金受取

人が会社 とい う団体生命保険が持つ危険性

を考えたとき、個人保険 とは別に、被保険

者 の利益 を守 る規定が ど うして も必要で

す。

この通常国会に内閣提出法律案 として出

され、法務委員会での審議 とな ります。今

後国会やマスコミヘも働 きかけをしたいと

考えています。

ミニコラム

保険金の不払しヽが増えてしヽる。保険料を支払しヽ、保険事項に該当するの

になぜ保険金が支払われないのか。

保険会社に第一の養任があるが、政府の責任も免れなしヽ。

1996年 保険は全面白由化された。どんな保険商品を売つてもよろしい

ことになつた。

たとえば、主に女性対象であるが、顔面傷書に限り2倍 の保lR~金を支払

うとしヽう商品がある。半分でももつたいなしヽとしヽうケースもあろうが、つ

まり、商品の種類が多すぎてセールス担当者も覚えられなしヽのだ。

万―の安心よりも我が社の売り上げとしヽう、過当競争が不払しヽ多発とな

ったのだ。(曽根岬)
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エッセイ 「貧困』・『梧差』社会に思う
弁護士 森  弘 典

2007年、日本弁護士連合会の調査でスゥェーデン、ドイツを
訪問 した。

ス ウェーデンでは、生活保護などの社会保障制度だけでなく、

保健 ・医療政策、住宅政策、労働市場政策 (雇用、教育)な ど

の社会政策により貧困を防止するとい う視点を持って貧困問題

に取 り組んでいる。

日本では生活保護の捕捉率 (制度を利用する要件を満たす者の うち現に利用でき

ている者が占める割合)が 2割 未満で、 8割 以上の人が最低生活基準以下の生活を

しているのに対 して、 ドイツでは補捉率が約 8害Jとなってお り、セーフティネ ッ ト

か ら漏れ落ちている人が少ない。
一方で 日本社会の現状を示す言葉 として 「貧困」「格差」が言われ る。

数字で見ると、平均的な所得の50%以 下の所得者の割合 (相対的貧困率)は 13.5

%(2000年 )で あ り、 日本の生産年齢 (15～64歳)人 口における貧困率はアメリカ

に次いで世界第 2位 の高率である。

雇用の分野では、非正規雇用労働者 (パー ト・アルバイ ト、派遣社員 。契約社員

など)カミ全労働者の 3人 に 1人 、女性では 2人 に 1人 超の割合までに増加 し、それ

ととt)に、低所得者層 も増加 し、年収200万円以下の給与所得者が1,00o万人を超 え

ている。最低賃金は①ECD主 要 9か 国中 7位 の低 さで、最低賃金以下の労働者の

比率は10%と 最下位 フランスに次 ぐ高さである。私が関わる事件でも、違法な 「偽

装請負」形態で、3K(き つい、汚い、危険)の 職場で働かされなが ら、社会保険、

雇用保険、労災保険等の保障がなく、経営者の都合のみで解雇 され職 を失つたケー

ス、ある日突然全社員が請負 とされ、歩合のみで無給で仕事をしなければならない

など 「請負Jの 名の下に賃金もなく働かされているケースなど、低い労働条件 (低

賃金、長時間労40J、悪環境、無保険等)で 仕事をさせ られ、いつ仕事がなくなるか

分からない不安定な地位にいる労働者が多い。

教育、住宅、雇用などで連携 した貧困防止の社会政策が行われていない社会では、

「貧困J「格差」は、それにあえぐ当事者だけでなく、社会全体の 「底下げJを 招

き、また、次世代にも引き継がれる。

このような状況にあって、「日本はどのような社会を目指 していくのかJな どと

私たちは他人事のように現状を傍観 していてはいけない。

最近、「反貧困」を視点に集会を行 うと参加者が多 く、参加者の層 モ)労働者、障

害者、多重債務者、野宿者など多種多様である。逆に言えば、貧困が社会に広 く浸

透 して しまっているのであるが、それは 「反貧因」で団結すれば極めて大きな力が

結集 され得 ることを意味する。海外調査を終え、「反貧困」で団結 して取 り組む必

要性を改めて感 じている。

…
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口第1巻「ストレス予防による健康障害とその予防」

医師口須田 民 男 著

(ストレスから健康を守るマニュアル書。疲労回復のト

レーニングなどを具体的な予防対策を提案)
コ第2巻「現代の労働とメンタルヘルス対策」

精神科医口天笠 崇  著

(労働者の心の健康を守るマニュアル書。「三つのレペ

ルの予防」など
5職

場における予防対策を提案)

定価 ¥1,680円 (かもがわ出版)

労 働 者 の健 康 障 害 の メ カ ニ ズ ム を 明 らか に し、
具 体 的 な 予 防 対 策 を 提 起 す る 1

2008年 2～ 8月 、全8巻 干」行 !

月  日 事 項 時間 口場所など

3月 3日 (月) 事務局会議 10:00 事 務所

労働会館火災訓練 11:00

6日 (木) 三の丸ビラ配布(小池口梅尾裁判支援の会) 8:00 地 下鉄市役所 5番 出口

第 4回 理事会 18:30 労働会館小会議室

7日 (ると) 小出裁判を支援する会 第 3回総会 18:30 労働会館2階

10日 (月) 山田さん公務災害申請手続き 11:00 事務所

11日(火) 名古屋南部地域環境改善のつ どい 14:00 ポ ー トビル

12日(水) アスベス ト対策連絡会議事務局会議 14:00 小 会議室

15日 -16日 (日 ) 公務災害認定闘争交流集会 13:00 伊豆長岡  静 雲荘

16日 (日 ) 「なくせ貧困 ・春の大集会」

トヨタ ・内野過労死判決 ビラ配布

11:00 久屋市民広場

午 後 ミ ッ ドラン ド前

17日 (月) 事務局会議 10:00 事務所

19日(水) ドラッグスギヤマ損害賠償 。杉山裁判 10:30 名古屋高裁1001法廷

20日 (木・祝) 県民集会   t 11:00 若 宮広場 (矢場町交差点)

21日 (金) 中電アスベス ト・藤原裁判 11:00 名 古屋地裁 1103法廷

23日 (日 ) トヨタ 。内野過労死判決 ビラ配布 14:00 名鉄 ・豊 田市駅前

26日 (水) 梅尾裁判半 J労疑 13:30 名 古屋地裁 1104法廷

マツヤデンキ・小池過労死裁判斗判 力ヽ 16:00 名 古屋地裁 1103法廷

4月 7日 (月) 事務局会議 10:00 事務所

16日(水) 第69回栄総行動 12:00 栄 小公 園

21日 (月) 事務局会議 10:00 事務所

5月 1日 (木) メーデー 10:00 白 川公 園

21日(水) ポーダフオン'小出裁判証人尋問 14:30 名 古屋高裁 1001法延

24日 -25日 一泊学習会 湯の山温泉 ・谷氏別荘

6月 1日 (日) 内野さんを支援する会総会 13:30 安城文化センター
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